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議案第２０３号

福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年９月１０日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センターの移転に伴い，利

用者の利便の向上及び適正利用を図るため，同センターに設置する施設及び当該施設の利用

に関し所要の改正を行う必要があるによる。

福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター条例の一部を改正する条例

　福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター条例（平成１４年福岡市条例第４５号）の一部を次

のように改正する。

　第３条中「交流スペース」を「ミーティングコーナー，ワーキングコーナー，セミナールー

ム，会議室」に改める。

　第１５条を第２０条とする。

　第１４条中「第８条第１項」を「第１３条第１項」に改め，「第５条」の次に「，第６条第１項

及び第７条」を加え，「同条」を「これらの規定」に改め，同条を第１９条とする。

　第１３条を第１８条とし，第１２条を第１７条とする。

　第１１条第１項第２号中「第９条第３項各号」を「第１４条第３項各号」に改め，同条を第１６

条とする。

　第１０条を第１５条とし，第９条を第１４条とする。

　第８条第２項第４号中「前３号」を「前各号」に改め，同号を同項第６号とし，同項中第

３号を第５号とし，同項第２号中「第５条」を「第７条」に改め，同号を同項第４号とし，同

項第１号の次に次の２号を加え，同条を第１３条とする。

　⑵　第５条に規定する利用の許可に関する業務

　⑶　第６条第１項に規定する許可の取消しに関する業務
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　第７条を第１１条とし，同条の次に次の１条を加える。

　（立入り）

第１２条　センターの管理の業務に従事する者は，職務のため専用利用者の利用に係る施設に

立ち入ることができる。

　第６条を第１０条とし，第５条を第７条とし，同条の次に次の２条を加える。

　（利用する権利の譲渡等の禁止）

第８条　許可利用者は，センターの施設を利用する権利を譲渡し，又は転貸してはならない。

　（特別な設備）

第９条　第５条第２項の許可を受けた者（以下「専用利用者」という。）は，あらかじめ市長

の許可を受けてセンターの施設に特別な設備をすることができる。

２　市長は，センターの管理上必要があると認めるときは，専用利用者の負担においてセン

ターの施設に特別な設備を設置するよう命じることができる。

３　専用利用者は，前２項の設備を，第５条第２項の許可の期間の満了前にその負担におい

て撤去し，原状に復さなければならない。

４　専用利用者が前項に規定する撤去を行わないときは，市長がこれを行い，撤去に要した

費用を当該専用利用者から徴収する。

　第４条の次に次の２条を加える。

　（利用の許可）

第５条　ミーティングコーナー又はワーキングコーナーを利用しようとする者は，規則で定

めるところにより，市長の許可を受けなければならない。

２　前項の規定による許可を受けた者は，規則で定めるところにより，市長の許可を受けて

セミナールーム又は会議室を専用利用することができる。

３　前２項の許可を受けた者が，許可を受けた事項を変更しようとするときは，市長の許可

を受けなければならない。

４　市長は，前３項の許可に際して，センターの管理上必要な条件を付すことができる。

　（許可の基準及び取消し）

第６条　市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，前条第１項若しくは第２項の許可

をせず，又は既にした許可を取り消すことができる。

⑴　前条第１項又は第２項の許可を受けた者（以下「許可利用者」という。）がセンターの
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設置目的に反する利用をし，又は許可利用者（同条第１項又は第２項の許可を受けよう

とする者を含む。以下この条において同じ。）にそのおそれがあるとき。

⑵　許可利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し，又はそのおそ

れがあるとき。

⑶　許可利用者がセンターの管理上の指示又は指導に従わないとき。

⑷　前３号に掲げる場合のほか，センターの管理上支障があると認められるとき。

２　前項の措置によって許可利用者が損害を受けても，本市はその責めを負わない。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

　（施行日前における利用の許可）

２　この条例の施行の日前においても，この条例の施行の日以後の第５条第２項に規定する

施設の利用について，規則で定めるところにより許可することができる。




